
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
五
号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第

四
項
、
第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
及

び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一

部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

第
二
条
の
五

保
険
医
療
機
関
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
療
養
の
給

第
二
条
の
五

保
険
医
療
機
関
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
療
養
の
給

付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

（
以
下
「
保
険
医
」
と
い
う
。
）
の
行
う
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に

（
以
下
「
保
険
医
」
と
い
う
。
）
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者

対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行

に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を

つ
て
は
な
ら
な
い
。

行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
保
険
医
の
行
う
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対

２

保
険
医
療
機
関
は
、
保
険
医
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に

し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う

対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行

こ
と
の
対
償
と
し
て
、
保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収

う
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を

受
し
て
は
な
ら
な
い
。

収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

３

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
（
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
（
同
法
の
規
定
に
基
づ
き

う
。
）
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
（

許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
病
床
（
第
十
一

一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
四
条
の

条
第
二
項
に
お
い
て
「
許
可
病
床
」
と
い
う
。
）
の
数
が
四
百
以
上
で
あ
る

二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病

十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務

院
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療

の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次

。

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
入
院
）

（
入
院
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）



２

保
険
医
療
機
関
は
、
病
院
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
の
規
定
に
基
づ
き
許
可

２

保
険
医
療
機
関
は
、
病
院
に
あ
つ
て
は
、
許
可
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
診

を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
病
床
の
数
の
範
囲
内

療
所
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届

で
、
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し

出
を
し
、
又
は
通
知
を
し
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
患
者
を
入
院

く
は
届
出
を
し
、
又
は
通
知
を
し
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
患
者

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情

を
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

第
十
九
条
の
三

保
険
医
は
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定

第
十
九
条
の
三

保
険
医
は
、
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特

の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
つ
て
は
な
ら

定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
つ
て
は
な

な
い
。

ら
な
い
。

２

保
険
医
は
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局

２

保
険
医
は
、
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬

に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
の
対
償
と
し
て
、

局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
の
対
償
と
し
て

保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い

。

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら

第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら

前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

処
方
箋
の
交
付

四

処
方
せ
ん
の
交
付

イ

処
方
箋
の
使
用
期
間
は
、
交
付
の
日
を
含
め
て
四
日
以
内
と
す
る
。

イ

処
方
せ
ん
の
使
用
期
間
は
、
交
付
の
日
を
含
め
て
四
日
以
内
と
す
る

た
だ
し
、
長
期
の
旅
行
等
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

。
た
だ
し
、
長
期
の
旅
行
等
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

施
設
入
所
者
に
対
し
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を

ロ

施
設
入
所
者
に
対
し
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を

除
き
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
薬

除
き
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
薬

局
（
以
下
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
薬
剤
又
は
治
療
材
料

局
（
以
下
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
薬
剤
又
は
治
療
材
料

の
支
給
を
目
的
と
す
る
処
方
箋
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
支
給
を
目
的
と
す
る
処
方
せ
ん
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定

ハ

イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に



め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。

定
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二

条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

処
方
箋
の
交
付

四

処
方
せ
ん
の
交
付

イ

処
方
箋
の
使
用
期
間
は
、
交
付
の
日
を
含
め
て
四
日
以
内
と
す
る
。

イ

処
方
せ
ん
の
使
用
期
間
は
、
交
付
の
日
を
含
め
て
四
日
以
内
と
す
る

た
だ
し
、
長
期
の
旅
行
等
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

。
た
だ
し
、
長
期
の
旅
行
等
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
投

ロ

イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る

薬
の
例
に
よ
る
。

投
薬
の
例
に
よ
る
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴

七

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴

て
つ

て
つ

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。

て
つ

て
つ

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

欠
損
補
綴

ロ

欠
損
補
綴

て
つ

て
つ

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

ブ
リ
ッ
ジ

ブ
リ
ッ
ジ

（２）

（２）

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

ブ
リ
ッ
ジ
は
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
又
は
代
用
合
金
を
使

ブ
リ
ッ
ジ
は
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
又
は
代
用
合
金
を
使

（二）

（二）

用
す
る
。
た
だ
し
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
は
、
前
歯
部
の
複

用
す
る
。
た
だ
し
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
は
、
前
歯
部
の
複

雑
窩
洞
又
は
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
限
つ
て
使
用
す
る
。

雑
窩
洞
又
は
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
限
つ
て
使
用
す
る
。

か

か
ど
う

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

八
～
九

（
略
）

八
～
九

（
略
）

（
処
方
箋
の
交
付
）

（
処
方
せ
ん
の
交
付
）

第
二
十
三
条

保
険
医
は
、
処
方
箋
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
健
康
保
険
の
例

第
二
十
三
条

保
険
医
は
、
処
方
せ
ん
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
健
康
保
険
の



に
よ
り
、
処
方
箋
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
に
よ
り
、
処
方
せ
ん
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
は
、
そ
の
交
付
し
た
処
方
箋
に
関
し
、
保
険
薬
剤
師
か
ら
疑
義
の

２

保
険
医
は
、
そ
の
交
付
し
た
処
方
せ
ん
に
関
し
、
保
険
薬
剤
師
か
ら
疑
義

照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
処
方
箋
の
確
認
）

（
処
方
せ
ん
の
確
認
）

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出

す
る
処
方
箋
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋

す
る
処
方
せ
ん
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処

又
は
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確

方
せ
ん
又
は
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ

か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
方
箋
等
の
保
存
）

（
処
方
せ
ん
等
の
保
存
）

第
二
十
八
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

第
二
十
八
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
す
る
処
方
箋
及
び
調
剤
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
す
る
処
方
せ
ん
及
び
調
剤
録
を
そ
の
完
結
の
日
か

三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

第
三
十
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付
及
び
保
険

第
三
十
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付
及
び
保
険

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
薬
剤
師
（
以
下
「
保
険
薬
剤
師
」

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
薬
剤
師
（
以
下
「
保
険
薬
剤
師
」

と
い
う
。
）
は
、
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が
交

と
い
う
。
）
は
、
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が
交

付
し
た
処
方
箋
に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬
学

付
し
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬

的
管
理
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
的
管
理
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

保
険
薬
剤
師
は
、
処
方
箋
に
記
載
さ
れ
た
医
薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品
が

３

保
険
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
医
薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品

次
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て

が
次
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ

、
当
該
処
方
箋
を
発
行
し
た
保
険
医
等
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
認
め
て

て
、
当
該
処
方
せ
ん
を
発
行
し
た
保
険
医
等
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
認

い
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
、
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切
に
行

め
て
い
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
、
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
薬
剤
師
は
、
後
発
医

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
薬
剤
師
は
、
後

薬
品
を
調
剤
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
医
薬
品
を
調
剤
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
受
給
資
格
の
確
認
）

（
受
給
資
格
の
確
認
）

第
三
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養

第
三
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当

か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て

該
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資

被
保
険
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
を

格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一

健
康
保
険
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認

（
新
設
）

二

患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
被
保
険
者
証
の
返
還
）

（
被
保
険
者
証
の
返
還
）

第
四
条

保
険
医
療
機
関
は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

第
四
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
に
対
し
て
行
つ
た
療
養
の
給
付
及
び
保
険

、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
患
者
に
対
し
て
行

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当

つ
た
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
く

な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は

な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
ら
被
保
険
者
証
の

、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
者
に
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
方
箋
の
確
認
）

（
処
方
箋
の
確
認
）

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出

費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出

す
る
処
方
箋
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋

す
る
処
方
箋
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋

、
健
康
保
険
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
又
は
患
者
の

又
は
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確

提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と

か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一

部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
二
条

新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関

第
二
条

新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関

又
は
新
療
担
基
準
第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に

又
は
新
療
担
基
準
第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に

お
い
て
、
新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
の

お
い
て
、
新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
の

二
第
一
項
の
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

二
第
一
項
の
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
新
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は

第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月

第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
（
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
当
面
の
間
）
、
新
療
担
基
準

三
十
一
日
ま
で
の
間
（
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
当
面
の
間
）
、
新
療
担
基
準

第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
の
明
細
書
を

第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
の
明
細
書
を

患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
日

二

第
三
条
の
規
定

令
和
四
年
四
月
一
日

２

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る
保
険
医
療
機
関
（
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
前
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
間
、
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


